
※交通規制により行われる予定工事を対象にしています。

※維持的な工事や緊急工事、他機関等の工事は記載していません。

※記載内容は現時点の予定であり、変更となる場合があります。

表示している期間は工事期間を記載しているものですので、

パソコン（ＰＣ）・携帯電話等で詳細を確認お願いします。

国道４号（本宮市荒井～国見町貝田）及び国道１３号（福島市杉妻町～森合町）の管理を行っています
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当出張所では道路を安全に利用できるように、路面や照明等の補修・清掃、除草作業、冬期は除雪作業を行っています。

平成２６年度も引き続き道路を利用する皆様に親しみを持っていただけるよう情報発信していきますのでよろしくお願いします。
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国道４号と国道13号の工事予定 【 H26.5月現在】

【工事予定箇所】

橋梁拡幅工事

舗装修繕工事

橋梁補修工事

交通対策工事

国道13号管理区間

国道４号管理区間
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区間：本宮市青田～福島市渡利

瀬戸川橋 米沢跨道橋 大仏橋

内容：橋の補修

規制：車線規制（21時～6時）

※④の県道部は 9時～16時

区間：二本松市榎戸二丁目
～伊達市一本木

安達ヶ原入口交差点

黒岩～鳥谷野間交差点

伊達、北部自動車学校前交差点

内容：交差点の交通安全施設の設置
規制：車線規制（21時～6時）

区間：福島市松山町

内容：松川橋の拡幅

（右折レーン設置）

規制：車線規制（21時～6時）

区間：本宮市荒井

内容：車道舗装の修繕

規制：車線規制（21時～6時）

福島地区外交通対策工事 H26.4～H26.10 福島維持管内橋梁補修工事 H26.3～H27.2 

松川橋橋梁拡幅工事 H25.9～H26.7 本宮地区舗装修繕工事 H26.3～H26.7
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※詳細は下記にアクセスしてください。

★ＰＣサイト：福島河川国道事務所ＨＰ

http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

「道路」→「工事規制情報」をクリック

★携帯サイト：かわみちＮＡＶＩ

http://keitai.thr.mlit.go.jp/fukushima/

「道路情報」→「規制情報」をクリック

①松川橋 ②荒井地内

⑥安達ヶ原入口交差点

⑧伊達交差点④米沢跨道橋

上り 国道4号 下り

国道４号 本宮市荒井～国見町貝田 56.7km

国道13号 福島市杉妻町～森合町 1.9km

58.6km計

福島国道維持出張所　管理区間



◆国道４号・１３号に関するお問い合わせは、お気軽にどうぞ◆
国土交通省 福島河川国道事務所 福島国道維持出張所
住 所：〒９６０－８１５３ 福島市黒岩字浅井１１
TEL：（024）-546-0524 FAX：（024）-545-1032
ＨＰ：http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

【道路に関する情報提供先】 道路緊急ダイヤル：♯９９１０ (通話料無料)

★道路愛護団体の募集★

福島国道維持出張所では国道４号(本宮町～国見町)と国道１３号

（福島市杉妻町～森合町)の日常管理にご協力いただける方を募集

しています。また、活動に関する情報提供をお願いします。

道路愛護団体として登録されると、出張所だよりの定期発行

及び活動状況により表彰制度がございます。

希望される方は当出張所までお問い合わせください。

募集対象： 個人、会社、店舗、各種団体

活動内容： 清掃、花壇植栽、剪定等

道路利用者が穴ぼこ、路肩の崩壊・落下物・路面の
汚れなど道路の異状を発見した場合に緊急通報する
ことができます。それを受けて道路管理者が迅速に
異状への対応を図り安全を確保します。

・電話番号 ＃９９１０ ２４時間受付、通話料無料

・固定電話、携帯電話、PHSから通報可能

・応答案内に従い ①高速道路 ②国道・その他
のいずれかを選択すると自動転送されます。

(例) 清掃活動

Ｑ．国道４号・１３号を走行中に道路や道路付属物を壊してしまったら？

壊れたままにしておくとさらに大きな事故の発生につながる恐れがありますので速やか
に最寄りの警察署へ通報のうえ、当出張所へご連絡ください。

道路や道路付属物を壊してしまった場合、修理費用を負担していただく事になります。
道路を利用される際は安全運転に気をつけ、長時間運転している場合は適度に休憩を取り
ながら、事故の無いようお気をつけください！

(例) 植栽活動


